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平成25年度第４回 地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会 議事録 

 

 

１ 日 時 平成26年１月29日（水） 午前10時から午後４時10分まで 

 

２ 場 所 県庁３階 特別会議室 

 

３ 出席者 

委 員：小宮山委員、稲吉委員、関委員、中村委員、半谷委員 

事務局：眞鍋健康福祉部長、小林県立病院機構連携室長 

病院機構：久保理事長、大田副理事長、平林事務局長 

木曽病院：井上院長、原事務部長 

阿南病院：田中院長、清水事務部長 

こころの医療センター駒ヶ根：樋掛院長、熊谷事務部長 

こども病院：原田院長、斉藤事務部長 

須坂病院：齊藤院長、内川事務部長 

 

４ 議 事 録 

 

（進行） 

皆様、おそろいになりましたので、ただいまから平成25年度第４回地方独立行政法人長

野県立病院機構評価委員会を開会いたします。委員の皆様には、お忙しい中ご出席をいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

本日は、西田委員と宮川委員がご欠席されておられますが、５名の委員にご出席をいた

だいておりまして、会議成立に必要な定足数に達していることをご報告いたします。 

また本日は、久保理事長を始め、機構本部の皆様にご出席をいただいております。 

それでは開会に当たりまして、眞鍋健康福祉部長からごあいさつを申し上げます。 

 

（眞鍋健康福祉部長） 

おはようございます。健康福祉部長の眞鍋でございます。開会に当たりましてごあいさ

つ申し上げたいと思います。 

今日は小宮山委員長を始め、委員の皆様方におかれましては、寒い中、またお忙しい中、

ご出席いただきましてありがとうございます。また、県立病院機構の久保理事長さんを始

め、職員の皆様にもご出席いただきまして、ありがとうございます。 

今日は、来年度に行います平成25年度の評価に向けまして、各病院、機構本部による今

年度上半期の業務実績の状況等について、意見交換を行うことになっております。 

ご承知と思いますけれども、現在県では、今年度を初年度といたします５カ年計画「し

あわせ信州創造プラン」、それから「信州保健医療総合計画」に基づきまして、全ての人々

が標準的な医療を受けられるようにということを目指して、県内の医療提供体制の整備を

進めております。 
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その中で県立病院機構は、こども病院、あるいはこころの医療センター駒ヶ根のように

専門的な医療を提供する病院、そして阿南病院、木曽病院のように、どちらかというとへ

き地医療を提供する病院、また、それらの中心となり、感染症などを中心としている須坂

病院という構成であります。 

そういう県立病院機構が、今後、変わっていく医療制度の中でどういう立ち位置になる

か、また、どうあるべきかというところをご議論いただければと思っております。 

国の動きを若干ご紹介申し上げますと、国では、大きな医療提供体制の改革の方向性を

打ち出しております。26年の通常国会には、医療法改正の法案が出される見込みでありま

す。その中で、都道府県の医療政策における経営を評価するとともに、例えば、今、県内

には130の病院がありますけれども、その病院が持っております病床を、それぞれ病棟ごと

にどんな機能を持っているか、例えば高度急性期、急性期、回復期、慢性期という４つに

分類にするということを病院から県に報告をしていただくことになっております。 

また、県ではそれを把握するわけですけれども、それがその地域の医療ニーズと合って

いるかどうかということを分析し、また病床の配分がアンバランスであるということであ

れば、それを是正する権限を持つという方向での医療提供体制の改革が求められていると

ころに来ています。 

これを受けまして、来年度は、都道府県が病床機能報告をもとにした医療ビジョンをつ

くることになっております。これは今年度から始まっております保健医療計画を補完する

ものとして、より提供体制の奥深くまで議論をし、計画をつくっていくという方向だろう

と思っております。 

一方で、医療従事者をどのように確保していくか、あるいは病床だけではなくて、今度

は在宅医療をどのように提供していくか、将来的には介護保険事業計画をどのように一体

的に策定していくかという、医療、介護、全体を俯瞰した計画になっていくと承知をして

おります。 

このように医療提供体制における法制度は、大きく変わっていこうとしているわけです

けれども、その中で、この県立病院機構がどういう立ち位置でいくか、患者さんにとって

良い医療を提供するということが大事なことは間違いないですけれども、そういう制度改

正の中でどういう将来的な方向性を見ていくかという大事な年になろうかと思っておりま

す。 

そういう観点で、ぜひ各病院の活動ですとか、本部の活動をよくご承知いただいて、今

後どういう立ち位置で行こうとしているかというところをご議論いただければと思ってお

ります。 

今日はよろしくお願い申し上げます。 

 

（進行） 

続きまして、小宮山委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

それでは、私からも一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

まずはお礼でございますが、昨年の９月、平成24年度の評価結果をまとめていただきま
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して、知事に報告することができました。委員の皆様方のご尽力に、改めて深く感謝を申

し上げます。また機構の皆様には、意見聴取等にご協力をいただきましてまことにありが

とうございました。 

さて、ただいま眞鍋部長さんも触れられましたが、本日の評価委員会は、平成25年度の

上半期の実績報告等をもとに、機構本部と各病院長さんとの意見交換を予定しています。 

機構本部や各病院長さんからは今年度の上半期の主な取組、平成24年度の評価の中で私

どもがまとめさせていただきました課題への取組状況等についても、お聞かせいただけれ

ばありがたいと思っております。 

本日は夕方までの長時間にわたる審議を予定しておりますが、委員の皆様方には忌憚の

ないご意見、ご提言をよろしくお願いいたします。 

 

（進行） 

ありがとうございました。おそれいりますが、部長は所用がございましてここで退席を

させていただきます。 

本日の会議ですが、中期計画の変更認可に関する意見、平成26年度評価委員会スケジュ

ールについてご審議をいただきます。引き続き、本年度上半期業務実績について病院長と

の意見交換を行う予定になっております。終了はおおむね午後４時10分ごろを予定してお

りますので、よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入らせていただきます。ここから小宮山委員長に議長として会議の進行

をお願いします。小宮山委員長、よろしくお願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

それでは、これより私のほうで議事を進行させていただきますが、よろしくお願いいた

します。 

まず会議事項（１）ですが、「地方独立行政法人長野県立病院機構中期計画の変更認可

に関する意見について」です。 

この中期計画の変更内容等について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

＜小林県立病院機構連携室長 資料１により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。ただいまのご説明について何かご意見、あるいはご質問、ご

ざいますか。 

 

（半谷委員） 

１点よろしいでしょうか。人間ドックの基本料金で、金額または健康保険組合等の契約

額とは、どういうことでしょうか、それぞれの健康保険組合の補助金があるので、それを

差し引いた金額という意味ですか。 

 

（平林事務局長） 
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各健康保険組合とは、人間ドックのコースに分けて契約をしているところです。 

実際、受診をされる社員の皆様とか住民の皆様方につきましては、健康保険組合、もし

くは国民健康保険等の補助額を受けとるという形になりますので、その基本のベースが

66,000円、または健康保険組合と機構との個別の契約に基づく額という位置づけで設定し

ているところでございます。 

 

（半谷委員） 

では、日帰りの場合、全てアッパーは４万円ということですか。 

 

（平林事務局長） 

検査項目の異なる健康保険組合との契約を除き、そういう形になります。 

 

（半谷委員） 

わかりました。先ほど眞鍋部長さんもおっしゃっていましたけれども、病院それぞれの

立ち位置を考えたときに、医療診療の中で、人間ドックに関しては、地域の健康増進的な

ことを考えたときに、消費税が上がることでそれぞれの料率を一律に上げるというのも一

つの手だと思うんですが、日帰りコースでいくと、これは今まで４万円ですけれども、市

民病院は39,000円です。そういった1,000円の差でも、やはり地域近隣のドックの受診者を

増やすという意味においては、例えばここだけについては別と考えるというようなことが

できるのかどうか。あえてそこについては上げなくても、それぞれの病院は戦略的に人間

ドックについてもっと増やすというお考えがあるようであれば、据え置く、もしくはこの

時期に値下げというのも変な話かもしれませんけれども、インパクトのある料金設定で人

間ドックを増やすというような意思を料金に込められるというのも、一つの考え方ではな

いかと思ったのですけれども。 

ただ、例えば須坂病院の人間ドックの予約率がどうだったのかという前提がわからなか

ったもので、勝手にそういう考え方もあるのかなと思いました。 

 

（平林事務局長） 

まず須坂病院の人間ドックの状況でございますけれども、ほぼ２カ月先まで予約がいっ

ぱいです。それとは別に企業健診も受け入れております。人間ドックにつきましては、24

年度に比べまして、25年度さらに伸びているという状況でございます。 

今後ですけれども、医療機能の向上という位置づけの中で内視鏡センターを強化して、

バリウムでなくて内視鏡でしっかり見る、予防対策にも力を入れるということを考えてお

りまして、予約状況については順調であるということを申し上げるとともに、木曽病院、

阿南病院につきましても、県立病院一律の中で料金設定をさせていただきたいと考えてお

ります。 

県内の人間ドックの単価につきまして計算して、比較した中で過去設定してきておりま

す。初回の22年の中期計画策定時以降ずっと見直しがなくて、そのままの単価という状況

でございます。今回につきましては他の近隣の病院との比較というよりも、３％上がると

いう位置づけの中で、料金の設定をさせていただきたいということで考えております。 
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ドックにつきましては、予防に力を入れるということで、地域の皆様に迅速な診断と、

その後の診療に結びつけていくような形で、努力してまいりたいと考えております。 

 

（半谷委員） 

須坂病院では２カ月先まで予約が入っているという話ですが、市民病院は13カ月先まで

予約が入っています。それであぶれ出しているところを取り込むということを前提に考え

るということもありますので、よろしくお願いします。 

 

（平林事務局長） 

まだ内視鏡の胃カメラを飲むというのがなかなか予約がとれない状況でございまして、

バリウムを飲むというものですと、多少空きがあるということで、そういう点も含めて、

もう少し内視鏡の健診というのも充実していかなくてはいけないと思っております。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

それではほかにご意見がないようですので、中期計画の変更認可について何かご意見等

ございますでしょうか。 

特になければ、この変更認可については、適当である旨の意見書を当委員会として知事

へ提出するということになりますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ありがとうございました。 

それでは、意見書につきましては、資料１の３ページの意見欄に、この変更認可は適当

である旨を記載することになります。これでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

それでは、そのようにしたいと思います。ありがとうございました。 

それでは続きまして、会議事項の（２）「平成26年度評価委員会スケジュール（案）」に

つきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

＜小林県立病院機構連携室長 資料２により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。何かご質問等ありますでしょうか。結構大変かと思いますが、

よろしくお願いします。 

それでは、本評価委員会の平成26年度評価委員会のスケジュールについては、資料２の

とおり決定させていただきます。ありがとうございました。 

それでは会議事項はこれで終了して、これから意見交換に入りたいと思います。 



 - 6 - 

意見交換ですが、まず午前に機構本部事務局、木曽病院、昼食休憩をはさみまして、午

後に阿南病院、こころの医療センター駒ヶ根、こども病院、須坂病院さんの順で、それぞ

れ説明、質疑等あわせて、おおむね45分間の予定で行いたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

それでは、最初に機構本部事務局から、資料３の平成25年度上半期の実績報告書及び資

料４の中長期ビジョンの概要についてご説明をお願いいたします。 

 

（久保理事長） 

では最初に、私のほうから一言あいさつを申し上げます。 

委員各位におかれましては、日ごろから当機構の運営に格別なご配慮をいただきまして、

改めて感謝申し上げます。 

本日は平成25年度の上半期の業務実績報告書並びに今年度見直しを行いました中長期

ビジョンの概要について説明させていただきます。 

機構本部に関しましては、このあと平林事務局長から詳しく説明させていただきますけ

れども、私は機構全体の状況などにつきまして、何点か申し上げたいと思います。 

独立行政法人化をしまして今年度で４年目となりまして、いよいよ来年度が第１期中期

計画全体の仕上げという段階に入っております。そういう非常に大事なときに、昨年の４

月から当機構の理事長を拝命しまして、日々、各病院の現場のご努力に敬意を表している

ところでありますけれども、医師確保につきまして各病院の課題が大きくなってきており

ます。そういうことが非常に大事なことはよく理事長としてわかっておりますけれども、

責任の重さを改めて実感しておりますし、まだまだ不十分だと思っておりますので、今後

とも努力したいと思っています。 

そういうことを踏まえまして、各病院が地域の皆様方に安全で質の高い医療の提供に努

めたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

信州木曽看護専門学校につきましては、昨年の12月に厚生労働省の指定と、それから長

野県から設置認可を受けることができました。現在、入学試験などを順次行っておりまし

て、この４月の開校に向けまして万全の体制で準備を進めたいと思っておりますので、引

き続きご理解とご協力をお願いしたいと思っております。 

機構全体の経営状況でございますけれども、現在、毎月の月次決算による目標管理など

を行いながら、年度計画の達成を目指しているところでございますけれども、さまざまな

環境の要因がありまして、現時点では楽観できる状況ではないと思っております。残り短

いですけれども、今後、収益の確保や経費の削減などによりまして、引き続き計画の達成

に向けて、機構一丸となって取り組んでまいりたいと思います。今日は忌憚のないご意見

を拝聴したいと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。 

では、機構本部に関しましては、平林のほうから説明させます。 

 

      ＜平林事務局長 資料３、資料４により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。 
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それではご質問、あるいはご意見、いかがでしょうか。 

 

（中村委員） 

看護専門学校は、４月からの開校ということで30人の定員を確保されたということです

か。 

 

（平林事務局長） 

推薦入試を12月から始めまして、先週の25日に一般入試の１回目を行っております。２

回目を３月に予定しておりまして、まだ最終的な生徒数は決定しておりませんけれども、

30名は確保できる見通しでございます。 

 

（中村委員） 

そうですか。地元の人材確保という目的もあると伺っているのですが、30人のうち、推

薦枠というか、どのくらい地元の方でしょうか。 

 

（久保理事長） 

推薦枠は20名です。 

 

（平林事務局長） 

基本的には、募集の段階では、推薦枠については半分という位置づけで考えておりまし

た。学校推薦と公募推薦、そして広域連合等からの推薦というような形で考えていたとこ

ろでございます。 

地元からの応募の状況でございますけれども、地元の高校からは、15名程度の応募があ

ったところでございます。 

 

（中村委員） 

そうすると、今後、楽しみですね。今後、第１期の卒業生のころから、地元に就職して

くださる方が出る可能性が高くなるということですね。わかりました。 

それと、前回稲吉先生ともお話しした、潜在看護師さんの方策は進んでいらっしゃいま

すでしょうか、その点を確認させていただければと思います。 

 

（平林事務局長） 

潜在看護師につきましては、前回の評価委員会でご説明したところでございますけれど

も、看護協会とタイアップする中で、潜在看護師について、講習会も含めて取り組んでい

るところで、特に年度中途の退職者につきましても、看護部長会を開く中でどういったと

ころへ行くのかという点も含めて追跡調査をするような形で取り組み、なおかつ活用でき

るような方策を、看護協会とも連携する中でやっているところでございます。 

 

（中村委員） 

わかりました、ありがとうございます。 
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（小宮山委員長） 

潜在看護師さんの件に関しては、私もお聞きしようかと思っていたのですが、今、お話

が出ましたが、ほかにいかがでしょうか。 

 

（中村委員） 

プロパー化の件ですが、現段階までで半減したということですね。最終的にはどんなよ

うなイメージになりますか。100％プロパー化という方針でいらっしゃるのか、その辺をお

聞かせください。 

 

（平林事務局長） 

プロパー化につきましては、基本的には病院組織に特化して、知識を得ながら経営でき

る人材を確保するということで、プロパー化を推進していくという基本方針でございます。 

一方で、県から運営費負担金をちょうだいしているという点、そしてまだコメディカル、

特に薬剤師関係を中心として県との人事交流が必要という点がございますので、100％プロ

パー化という方向ではなくて、コメディカル系は相当数進むと思いますが、事務系につき

ましては、県職員の派遣が25％程度というようなことで考えております。 

 

（久保理事長） 

そうですね、コメディカルの方々はやはり病院に特化していますので、できれば、最終

的には全てプロパー化したいと思っております。 

事務の方に関しましては、県のほうからそれなりのお金をいただいておりますので、や

はりここは全てプロパーにするのは難しいので、要所要所プロパー化して、病院におられ

る方々はなるべく特化したいと考えております。 

 

（中村委員） 

わかりました。ありがとうございました。 

 

（小宮山委員長） 

ほかにはいかがでしょうか。非常に精力的に対応されているということで、従来の流れ

の延長線上にあるかなというふうにお聞きしました。 

よろしいでしょうか。それでは、特にないようですので、ありがとうございました。 

それでは、次に木曽病院さんから、お願いしたいと思います。 

平成25年度上半期の実績報告、それから中長期ビジョンについて、ご説明をよろしくお

願いいたします。 

 

     ＜原事務部長 資料３により説明＞ 

     ＜井上院長  資料４により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 
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ありがとうございました。どうぞご意見、ご質問、それからアドバイス等ありましたら

よろしくお願いします。 

 

（中村委員） 

看護師不足の件ですけれども、あと何人ぐらい足らないのでしょうか。 

 

（井上木曽病院長） 

夜間看護を回していくという中で、看護部長のほうで計算しますと、22人ぐらい足らな

いということです。ただ、来年の春の採用予定が今のところ15名ということになっており

ますので、あともう少しで何とかなるかなという感じにはなってきております。 

ただ、15名のうち、定年退職の方の穴埋め分が６名ほどいますので、実質増は９人とい

うような形になりますので、その辺はまだ不透明なところがありますが、徐々に進んでい

ます。 

問題は病棟の夜勤ができる看護師の確保というのが大変でございまして、一旦やめた方

は皆さん家庭を持っていらっしゃるということもありまして、夜勤に出てこられる看護師

の確保というのは非常に難しいと。それから夜勤というのは、急性期の方を看るというこ

とがあって、一般のところよりも責任が重いということがありますので、非常にストレス

がかかるということがあります。 

ですから、新卒の方が入ってきても、夜勤で任せられるまでにはある程度の教育期間が

必要ということがありますので、４月に来たから４月に全てできるというわけではないの

で、事故がないように育てながらということになりますので、そういう面では、すぐにと

いうのは難しいかもしれませんけれども、鋭意努力していく次第でございます。 

 

（中村委員） 

潜在看護師さんの活用の方策ですが、おやめになった方は家庭があると、今、院長先生

おっしゃいましたけれども、例えば子育てが一段落した方とか、夜勤もできるような方の

採用というのはやはり難しいのでしょうか。 

 

（井上木曽病院長） 

今まで木曽病院に勤めていらっしゃって、一旦やめたり、あるいは休養という方はすぐ

に戻ることはできます。看護師免許をとって、いわゆる免許だけの方が最初からやるとい

うのはやはり難しいところがありまして、そういう方で意欲のある方は、まず外来とかパ

ートで勤めていただきまして、いろいろと教育をさせていただきながら夜勤のほうに移っ

ていただく方ももちろんいらっしゃいます。 

一つ問題点としては、最近、木曽地域に民間の介護施設が増えてきているということが

あります。民間の介護施設の場合も看護師がいるわけですけれども、少し状態が悪くなれ

ば病院に入るということがあるので、今まで免許だけの方というのはどうしてもそういう

ところに流れがちだということがあって、そういう面でいかに給与、条件その他含めて、

木曽病院の待遇を魅力的なものにしていくか、あるいは再教育をしていくかということが

課題でございます。 
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（中村委員） 

わかりました。それともう１点教えていただきたいのですが。 

第６次長野県保健医療計画で、二次医療圏の病床の関係がありますね。これは、基準病

床数が283床から218床に減ったということですか。一部病棟閉鎖というのがありますけれ

ども、これは、計画に基づいて動いている病床数が減っているのか、看護師不足によって

閉鎖されているのか、教えていただきたいんですけれども。 

 

（井上木曽病院長） 

まず病棟閉鎖のほうは、夜間看護ができないということで、23年の４月から実施してお

ります。それから、今回の第６次の保健医療計画については、24年度に計画の見直しがさ

れて、25年度からの対応になっているということです。 

そういう中で、結果的に、現在入院の必要な人に入院のベッドを提供できないかどうか

ということになりますと、今のところ重大な問題にはなっていないという状況なものです

から、そういう中で全体の見直しをしながら、どうしていくべきなのかを考えていくとい

うことで、現在検討しております。 

 

（中村委員） 

看護師さんの不足のほうが深刻な原因ということですね。わかりました。ありがとうご

ざいました。 

 

（半谷委員） 

木曽病院として目指したい病床数にするためには、実際何名の看護師さんが不足されて

いるのかというのが１点と、もう１点は、医療機能向上で、リハビリについて、実績ベー

スでいうと前年度比較で136.1％と伸びているんですけれども、これは経営指標のほうでい

うと、どこに反映されているのかお答えいただきたいと思います。 

 

（井上木曽病院長） 

看護師に関しましては、先ほど申し上げたように約20名ですね。特に夜勤ができる看護

師が不足しているということでございます。そちらに関しましては、現状ではすぐに病床

が再開できるめどは立っていないということです。 

ただ、患者数の減少、あるいは木曽地域全体の人口の減少というのもありまして、病床

がいっぱいになって入りたい方をほかの病院に回すとか、入院拒否をするというような状

況には全然なっておりませんので、現在の状況で何とか足りているというような状況では

あります。 

 

（原事務部長） 

経営指標のほうは、リハビリテーションの人員増によって、前年実績の136％になりま

した。それにつきましては、リハビリについては１単位、幾らというような形になってい

ますので、今回のその増によって6,440単位ほど伸びております。それが医業収益のほうに
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そのまま伸びてきています。ただ人員増がありますので、当然、人件費等との関係はあり

ますけれども、それが反映して結果的にはプラスになっているということです。 

 

（稲吉委員） 

看護師不足というのは、どこの病院も悩んでおられると思いますが、特効薬が本当にな

いというところで行き詰っているのが現状だと思うんです。 

看護学校を開校して新卒を出しましても、地元の方を入学させたから全員がそこに残っ

てくれるということはまずあり得ないと思います。今の若い方たちというのは、本音をい

うと、看護学校は渋々地元へ行っても、以後は大きな病院へ行って２、３年は働きたいと

いうことで、飯田市でも慢性的な看護師不足がありますので、卒業の高校にお願いして、

看護の学校へ行った学生さんたちの個人情報との関係も考えながらお知らせいただいて、

２、３年外へ出て勉強して、やがてある程度力をつけた人たちに、またふるさとへ戻って

きてもらうというようなことも、取り組んでいかなければならないということです。ただ、

それはかなりの年数をかけながら取り組みをやっていかないと、おそらくお給料だけを考

えても解決しないでしょうし、今、３交代制から２交代制を採用したりするところも出て

きていますし、業務内容でどのくらい看護そのものの仕事ができるかという見直しも同時

に進めていかないと、なかなか解決がつくようなものではないところに来ているというこ

とで、私もどういう方法がいいんでしょうとお話する方で、最後は悩んでしまうというと

ころです。何か中長期的な看護師確保を最初に戻ってやってみるということも必要なので

はないのかなと思います。 

 

（井上木曽病院長） 

おっしゃるとおりだと思います。女性の方が多いということで、東京のほうへ出て行っ

て、そちらで結婚してしまいますと、そのままになってしまうということがあって、地元

の若い男性に頑張ってもらって、出会いの機会をつくるようなこともしなければいけない

ということです。 

例えば、私が昔いた富士見高原病院というのは、結構、ダンスパーティとか、そんなこ

とまで院長自らやっていたということもありまして、県の病院でそこまでやるかどうかわ

かりませんけれども、やはりこちらに結婚して戻ってくるという方がいないと、女性の場

合はただ単にこちらに戻ってくるだけというのは難しいと思いますので、その辺も含めて

地域活性というのがやはり問題になってくると思います。 

そうすると、病院だけではなくて、やはり木曽町自体が、いろいろな形で人口増に発展

していかないと、結婚してくださる男性の就職先とか、あるいは子どもの教育問題とか、

そういうことも絡んできます。それから、やはり道路状況をもう少しよくして、相対的に

発展してくれないと、病院だけの問題ではなくて、地域全体の問題が絡んでくると考えて

おります。 

非常に貴重なご意見、ありがとうございました。努力したいと思います。 

 

（稲吉委員） 

飯田市のある開業の先生が、飯田市のドクターが戻ってくる機会で一番多いのは、何に
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よる機会かというのを、戻ってきた先生方にお聞きしましたら、やはり家族の引っ張りと、

あともう一つは、地元の方が看護師さんになって外へ出て、そこでドクターと結婚して、

今度、ドクターと地元に戻ってくるというケースも幾つかあるようです。 

 

（小宮山委員長） 

24年度の評価のときに、今後の課題の一つとして、木曽病院さんには、がんの診療機能

をさらに充実させてほしいということを申し上げましたが、それを受けて、今回もこのが

ん診療の充実というのを特別に取り扱っていただいているということでありがとうござい

ます。 

がん診療機能の充実で医療機器の問題がここに挙がっていて、この見込みがついている

のかどうか、つきそうなのかどうかというのが気になるんですが。 

ビジョンのほうでは、画像診断で信大病院との連携をさらに進めていって、充実させよ

うというのをうたっておられるんですけれども、実際問題として、もちろん人材をさらに

充実させなければいけないことは当然ですが、医療機器の面で、まだ課題があるんでしょ

うか。 

 

（井上木曽病院長） 

一つは地域医療再生基金を利用させていただきまして、最新のＣＴを入れていただける

ということです。 

それが入ることによって、がん診療の向上に非常に役に立つと考えております。 

320列ということで、非常に少ないレントゲンと、少ない時間でかなりたくさんの方を

検査できます。それは循環器診療、あるいは脳血管診療の充実とともに非常に役に立つと

いうことを考えております。 

 

（小宮山委員長） 

そのあたりが不足しているのでは難しいかなと思いましたが、320列の最新のＣＴが入

るということで、よかったと思います。 

森林セラピーのところで、千葉大の宮崎先生とご一緒になさった研究成果があるという

のがありました。この健康効果をアピールされたということですが、これはすごく特色が

あるし、私は非常に注目している取り組みの一つですので、こういったものも広くアピー

ルしていただければいいなと思います。 

 

（井上木曽病院長） 

今回の社会実験ですけれども、国際自然森林医学会と千葉大学の環境健康フィールド科

学センターと、上松町と、木曽病院がチームを組みまして実施しました。 

そういう中で、高血圧でありながら、まだ治療をしていない方に対して森林浴というの

は効果が出るのか、出ないのか。それによって、森林浴の予防というものに対して使える

のではないかということを検証しようというのがねらいだったわけです。 

実際の実験というのは、40歳以上74歳までの男性で、収縮期血圧が130以上か、拡張期

血圧が85以上のどちらかを満たしている生活習慣病のラインの限界より上の指導の対象者
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を対象にしまして、10名ずつ20名の方を選びまして、伊那市街地を行動する人と赤沢の自

然休養林の中で行動する人と、同時に同じ行動をしたときに血圧とか、いろいろな部分に

どういう変化があるのか、それが地域によって差が出るものなのかという実証をしようと

いうことで、９月に１泊２日で実施されました。 

結果はまだ先になってしまうものですから、大学のほうが主体になって発表すると思い

ます。 

 

（小宮山委員長） 

多分効果があると思うのですが、こういうものを学会誌だけでなくて、やはり広く一般

の方というか、マスコミの方にもご協力いただいて、ぜひやっていただきたいと思います。

非常に注目している取り組みなので、よろしくお願いします。 

 

（関委員） 

損益計算書で、給与費が計画よりも約4,900万円下回っているのは、昨年医師２人を確

保したということですけれども、計画よりは少なかったということでしょうか。 

 

（原事務部長） 

予定していた医師と看護師の確保が、予定人員まで達しなかったということが主なもの

です。あとは途中退職とか、若い人にかわったというような形で結果的に下がったという、

いろいろな要素が入りまして、このような数字になっております。 

 

（関委員） 

ちなみに予定していたお医者さんの数というのは何名くらいだったのでしょうか。 

 

（原事務部長） 

糖尿病の医師とか、外科の医師も計画の中では入れてあったものですから、一応はカウ

ントしていたのですけれども、実質的にはそういう形にはならなかったということです。 

 

（小宮山委員長） 

在宅医療等に非常に熱心に取り組んでおられますが、その中の一環として、巡回診療を

上松でなさっていますね。王滝とか三岳でなくて、なぜ上松なのか背景はどういうことで

しょうか。 

 

（井上木曽病院長） 

実際に行っているのは、上松町の台地区と、才児地区の２カ所です。 

病院の健診車で行って、その地区の公民館を借りて診療しているということでございま

して、一回行きますと、数名の患者さんが診療に来ますので、その方を診ています。長期

フォローの方ですので、病院に来れない方を診るということです。行く途中に患者さんを

健診車に乗せていきまして、それで公民館までお連れして、それで待っていた患者さんと

一緒に診察して、また一部の患者さんはその健診車でお家まで届けるというような形をし
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ています。 

王滝とか開田は診療所の先生がいらっしゃいまして、そちらの先生が訪問診療をやって

いますので、その先生たちが行けないところということが一つです。 

それから、森林セラピーともちょっと絡めているということがございまして、両地区と

も森林セラピーの赤沢に行く途中です。ですから毎月２回、森林セラピーに行って、森林

セラピーの診療所で赤沢にいらっしゃった方とお話をしたり、血圧を測ったり、あるいは

唾液中のアミラーゼを測ったりして、森林セラピーの効果を知るためのデータをとってい

ます。そして、赤沢に行ったあとに、上松の診療場所の公民館に行くということをやって

います。 

また、上松のほうは、非常に過疎地域だということもございましてニーズも高いという

ことも一つの理由でございます。 

 

（小宮山委員長） 

駅の周辺というのをイメージしてしまったのですが、そうではないのですね。 

 

（井上木曽病院長） 

行くのに病院から１時間以上かかりますから、非常に広いということでございます。 

山道を登って、舗装もしていないところですから、台風のときなんかはちょっと怖い思

いをしています。 

 

（小宮山委員長） 

なるほどね、ありがとうございました。 

 

（半谷委員） 

毎回感心するのですけれども、上半期でも外来数は５病院の中でトップの数字になって

いて、病院規模、それから周辺の町村の人口からいって、これだけの患者さんを確保して

いるということや、患者さんに対する満足度の向上への取り組みについては、本当に毎回

感心しています。やはりそれだけ地域から支持されている結果がこういったデータに出て

いるのかと思いました。 

 

（小宮山委員長） 

本当によく努力されているということがよくわかります。引き続きよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

それでは、これで午前の意見交換は終了ということで、午後は１時からお願いします。 

 

（休 憩） 

 

（小宮山委員長） 

では、午後の部を始めたいと思います。 

それでは、阿南病院さんに平成25年度上半期実績報告、中長期ビジョンについて、ご説
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明をお願いいたします。 

   

 ＜田中院長、清水事務部長  資料３により説明＞ 

     ＜田中院長  資料４により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございます。どうぞ、中村委員さん。 

 

（中村委員） 

前回お伺いしたときに工事中だった新館が竣工したということで、おめでとうございま

す。 

へき地医療の拠点として、院長先生も当直をされているというお話を伺って、本当にご

苦労されているなと思っています。 

訪問診察やリハビリの件数が減っていますが、やはり患者さんの減少との絡みなのか、

ほかの要因があるのかお聞きしたいと思います。 

 

（田中阿南病院長） 

先ほど、訪問看護ではなくて、特養への入所者が増えて老健がマイナスというお話をし

ましたが、やはり、できるだけ老人保健施設みたいなところで過ごしてほしいという家族

の希望が、だんだんそう傾いてきているのかなという印象はあります。 

 

（中村委員） 

阿南病院さんの周辺のところは高齢化率が県下一というところですから、実態からする

と、この老健施設というのは、リハビリして在宅につながるというのは難しいのではない

かと、私の個人的な経験から思うのですが。 

老健施設を特別養護老人ホームに組織変更するということは不可能ですか、わからない

のでお聞きしますが。 

 

（清水事務部長） 

切りかえのことは、私もはっきりわかりませんけれども。基本の理念は、病院から在宅

へ帰るための訓練をやるということで、今、理学療法士が２名いて訓練をやっていますが、

中には、やはり認知症の重い方も入所されているので、特養に近い部分もあるというのは

現実でございます。 

 

（中村委員） 

退所の方というのは在宅に戻られる方のほうが多いのですか。 

 

（田中阿南病院長） 

この老人保健施設は、病院から在宅への橋渡しという目的もありますけれども、実際に

は病院との関係だけではなくて、家庭内での介護疲れなどで、短期的に家庭から老人保健
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施設に戻ってくるというのも一つの使命といいますか。 

 

（中村委員） 

ではショートステイみたいな感じも受け入れていらっしゃるのですか。 

 

（田中阿南病院長） 

中間施設といいますけれども、病院との関係だけではない、家庭との関係もあって、そ

ういう二つの機能と、通所のリハビリ機能もあると思います。 

それは本来の姿でありますけれども、現実的にはもう自宅に戻らないというケースもあ

ります。 

 

（中村委員） 

介護者の立場からすると、在宅の患者さんが減っているということは、介護するほうが

もうできないという実情があるわけです。しかも高齢化で、認知症の患者さんも増えてい

くという中での受け皿的なところとして、できればリハビリも含めて長期的なケアができ

る施設のほうがいいのではないかと、個人的にはそういう感想です。 

 

（清水事務部長） 

退所後の数字がございまして、24年度でございますけれども、家庭に帰られた方が

48.9％、社会福祉施設に行かれた方は19.8％、また病院に入院したという方は15％ぐらい、

アイライフあなん以外の老健に行った方が15.2％ということで、在宅へ帰られる方が多い

という数字が出ています。 

 

（中村委員） 

わかりました。もう１点お伺いします。認知症相談室について、飯田病院の認知症疾患

医療センターとの打ち合わせを行い、設立に向けた準備を進めていますと書いてあります

が、この飯田病院の認知症疾患医療センターというのは、どういうことをやっているので

しょうか。 

 

（清水事務部長） 

細かくは承知していないのですが、国の補助金をもらって認知症支援センターという名

前で運用していまして、最初の年はなかなかうまく回らなかったという話を聞いたんです

が。そのセンターは、医師とかいろいろなスタッフがそろわないと補助金の指定を受けら

れないということで、うちはとても無理なので、そのアドバイスをいただきながら市町村

とタイアップして、地域の住民の方の相談に乗ろうということをやろうとしています。 

 

（中村委員） 

そうすると、国の補助金をもらう条件としては、いわゆる専門医をそろえていくという

ことですか。 
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（清水事務部長） 

そうだと思います。飯田病院さんはそれを取得して補助金をもらっているということだ

と思います。 

 

（田中阿南病院長） 

阿南病院の場合、認知症といっても、実際には精神科医は非常勤で週２回の診察、２人

の先生は認知症に造詣が深くてよく見ていただいていますけれども、やはりセンターはな

かなか厳しいものがあります。相談室は飯田病院のセンターと連携をとりながらやってい

こうということです。 

 

（中村委員） 

そうですか、わかりました。ありがとうございます。 

 

（平林事務局長） 

認知症疾患医療センターにつきましては、精神保健指定医を持った常勤の先生が必要で

すし、精神保健福祉士という専門のケースワーカーが必要です。それらを含めて地域での

相談、公開講座的な普及啓発の役割を担うという位置づけでございまして、阿南病院につ

きましては、常勤医がいないということで、その認知症疾患医療センターの資格がとれま

せんが、幸い精神科病棟があったので、専門に従事していた看護師さんは、ノウハウがあ

るということで相談的な役割は担えるということで、この相談室を開設しているというこ

とでございます。今後は認知症の認定看護師さんも携わってくれます。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございます。 

24年度の評価のときに、阿南病院さんにへき地医療研修センターの充実を図ってほしい

ということで、課題としてお願いしましたが、今日のご説明では、ここに相当力を入れて

ご準備いただいていますが、もう実際に活動は開始されているわけですか。 

 

（田中阿南病院長） 

センターとしての開設は来年度の予定ですけれども、実際には、以前から須坂病院の研

修医の先生のへき地医療研修と、飯田市立病院の研修医の地域医療研修ということで、２

年目の先生方にやっていただいています。 

 

（小宮山委員長） 

引き続き、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（清水事務部長） 

信州型総合医の研修の場として、このセンターの中にそれを設けようとしまして、それ

に必要なプライマリケアの認定の専門医を受けている先生がうちにも院長ほか２名、その

ほかでもう２名ほど受けるということで、５名体制で考えておりますので、本部の研修セ



 - 18 - 

ンターと連携してやっていきたいと思っています。 

 

（小宮山委員長） 

院外処方が90％ぐらいということですが、ほかの病院はどのくらいですか。 

 

（大田副理事長） 

須坂が80％の後半ですね。 

 

（小宮山委員長） 

このビジョン等でも、病棟の薬剤管理業務等にもっと力を入れていくということで、指

導料というのは服薬指導などで上がるものですか。 

 

（田中阿南病院長） 

とります。 

 

（小宮山委員長） 

当然カバーはできないだろうけれども、どんなものですか。 

 

（清水事務部長） 

今までは院内でやっていたのですが、病棟のほうに行ってやるというのは、当然加算さ

れます。それで今、院外処方箋になりましたので、１人は病棟に入るようにということで、

薬局のほうで進めていまして、収益を上げてきているということで、取組を始めています。 

 

（小宮山委員長） 

それで適正な服薬ができるということ、副作用等も防止できるといえば、これは一番だ

と思います。 

阿南病院さんがカバーされているこの地域の人口動態は、将来的にはどういう予想にな

っていますか。 

 

（清水事務部長） 

診療人口は41,000人ぐらいいたのが、今は15,000人ぐらいです。ほぼこれで下げどまり

ではないかと見ています。やはり高齢化率、例えば入院でいけば、もう85％以上が後期高

齢者です。高齢化率は40％ぐらい、超高齢化の地域です。 

それで、少子化というのもあるので、もう少し減少する可能性はございますけれども、

15,000人ぐらいで落ちつくのではないかと思っております。４万人いたのが、15,000人で

すから、かなり下がっています。当然、うちの病棟も一時は200何床あったのが、85床と大

幅に減少しているというのが現状でございますので、それに合った医療をやっていかなく

てはいけないということです。 

 

（小宮山委員長） 
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先ほどの課題の中でも、地域の医療機関、あるいは行政等々との連携といった体制もし

っかり整備されておられるし、本当に敬意を表したいと思います。 

では、これで終わりますが、遠方からおいでいただきまして、ありがとうございました。

引き続き、ご努力よろしくお願いいたします。 

それでは続きまして、こころの医療センター駒ヶ根さんのほうからお願いしたいと思い

ます。25年度上半期の実績報告、それと中長期ビジョンについて、ご説明をお願いいたし

ます。 

 

 ＜熊谷事務部長  資料３により説明＞ 

     ＜樋掛院長    資料４により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。委員の先生方からご意見等、よろしくお願いします。 

 

（稲吉委員） 

単科の精神の病院ということで、いろいろな形で地域に貢献されている様子が伝わって

きて、在宅医療に向けた取組などとても心強く感じました。 

やはり入院期間だけではなくて、やがては地域に帰り家の中で家族とともにそこで生活

していく中で、医療的には完全に治らなくても、地域に適応した生活ができればそれでい

いではないかという考え方もあると思いますので、常に地域とか家族を取り込んだ医療的

な研究に、家族の視点などを入れていただいていけば、さらになくてはならない存在の病

院になっていかれるのではないかと感じました。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

先日の運営協議会でも、やはり家族会の方から家族支援、要するに患者のために家族は

協力するというのではなくて、長期の慢性の疾患だと家族も病んでくるということで、家

族支援というような希望がありました。 

家族教室というのも月一回はやっていますけれども、やはり患者様のためにという感じ

でやっているところがあるので、新たな企画として、今、言われたようなこともやってい

きたいと思っています。 

 

（中村委員） 

病床数に比べて、お医者さまの数は少ないなと思ったのですけれども。 

 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

129床で11人と、一般で言えば少ないです。 

 

（中村委員） 

看護師さんとかお医者さまというのは、人数的にはどのくらいが理想というか、目標と
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されているのでしょうか。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

答えが非常に難しい質問ですけれども、研修医を入れて15人くらいはいないと難しいと

思います。 

というのは、児童だったり、依存症だったり、救急だったり、中で専門というのがあり

ますので、11人では実は足りないのです。看護のほうも、本当は準夜が３人、深夜は２人

ぐらいの体制にしたかったのですが、なかなか募集に応じる人材がいないということです。 

 

（中村委員） 

アルコール依存とか、薬物依存の病棟を急性期病棟化するというのはどういう意味でし

ょうか。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

35床の開放病棟が依存症病棟として最初はあったんです。その開放病棟という特性を利

用して、依存症病棟だけだとやはり空床があるということになりまして、そこを機能強化

し、そこにうつ・ストレスケア等もしたいのですが、人の確保の面で今年度はちょっと難

しくて、十分にうつ、ストレスに対する治療プログラムをまだ展開できていないという課

題があります。 

外来のほうで、成人に対する心理治療的なニーズが高まっていますので、今、心理士５

人で医療観察法、児童、依存症などを中心にやっていますけれども、経営的には大変困る

んです。というのは、点数が外来の心理療法というのに対して十分についていないので、

やればやるほどマイナスになるという領域で、ちょっと苦慮しています。 

 

（中村委員） 

先ほど急性期病棟の平均在院日数は、40数日から50日とおっしゃいましたね。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

急性期治療病棟というのは、平均在院日数はそのくらいです。スーパー救急では３カ月

以内に６割の方が、それから急性期治療病棟では３カ月以内に４割の方が退院する。ほか

にも基準はあるのですけれども、さらにその先をうちの病院は行っているということです。

病院全体の平均在院日数が64.5日ということは、その基準よりもっと短く退院していると

いうことです。 

 

（中村委員） 

基準に基づく診療単価の問題と、はたして皆さんが60日で回復されるのかなという、や

はりそれぞれの方の実情があると思うので。日本の精神医療は非常に入院が長期化して、

そこで経営を維持しているのはけしからんと、できるだけ短期にという理念はすばらしい

と思いますが。 

社会復帰への対応というのはどうなっていますか。例えば臨床心理士の方は、今、何名
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くらいいらっしゃいますか。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

５人います。あとソーシャルワーカーが８人です。 

 

（中村委員） 

臨床心理士の方が５名しかいないという話になると、なかなか外来での対応も難しいで

すよね。 

私が何を申し上げたいかというと、要するに社会復帰に関しては、受け皿がないにもか

かわらず、やはり出ざるを得ないという方がいないかなということです。その辺の受け皿

的なところのご検討というのはされているのでしょうか。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

入院のときは連携室に連絡があって入院になったという場合も、退院というときには、

その後のケアについて、支援会議とか、ケア会議とかで、多職種での話し合いをするわけ

です。例えば入院して、この人がどんな人かという話を２週間ぐらいのタイムラインでや

るとか、あるいは中期で家族を含めてやるとか、退院となると、地域の保健師さんである

とか、そういう支援員の方、支援センターの人とか外部の人も入れて入院中にやります。

だから、一方的に病院が出すというのではなくて、あくまで話し合いを繰り返して、退院

後の医療の継続、生活面での支えはどうするか、作業場はあいているのかというのをあら

かじめ計画を立てて、退院前訪問看護というのがありますから、人によっては外泊したと

きに、看護師が病棟から訪問して、その生活状況を見るとか、かなり丁寧にやります。 

ですので、病院の中だけで、はい退院ですよとやるのではなくて、そこは手厚くやって

いるかなということと、疾病教育とか、先ほど出たような家族的な支えとか、薬で落ちつ

かせるだけでなく、薬の必要性の教室のようなものに参加してもらうとか、民間ではそん

なに小まめにはできていない部分をやっているかなと思います。 

短期間と言っても、３カ月以内の再入院率が増しているということはありません。 

 

（久保理事長） 

駒ヶ根は本当に、精神科の病院としては全国的に非常に新しい試みをやっております。

従来の収容的な精神科の病院ではなくて、外部に開かれた病院ということで、外来の方も

非常に増えていますので、機構本部としましては、できれば病床利用率を上げていただい

て収益をとんとんにしていただけると、普通の病院並みの、本当に全く新しいタイプの精

神科の病院ということで、全国に発信できるのではないかと、非常に期待しています。 

 

（稲吉委員） 

看護のほうで、精神科というのはいろいろな経験がおありになったほうがいいと思いま

すが、新人の看護師さんを教育するというのは、ほかの一般の病院に比べますと、やはり

大変さというのはございますか。 
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（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

今日看護部長がいればよかったですけれども、その辺のジレンマはあると思います。こ

れまでやはりそういう考えで中堅の人をというような考えできたのを、少し切りかえて、

来年度、４人の新人の看護師も採るということで、その人を育てるということですね。 

その人が精神科だけでやっていきたいのか、やはり身体的な疾患の対応も勉強したいの

か、そこはやはり小まめに聞いて、木曽病院で研修して帰ってきた過去の事例もあります

けれども、病院機構内の連携の中で、やはり一人一人に合った卒業後の研修の仕方という

のを考える必要があると思います。 

ただ、これまではやはり経験してから来てくださいと言っていましたが、今はそんなこ

とを言っている場合じゃない。やはり機構全体として育てるという視点で考えていく必要

があるのではないかと思います。 

 

（稲吉委員） 

ありがとうございます。その意味では、大勢の人数は難しいですけれども、病院機構の

ほかの病院と看護師さんの人事交流をやっていかれるということを考えることもいかがで

しょう。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

そうですね。それは間接的には経営問題に寄与するかもしれません。 

 

（中村委員） 

うつ、ストレスに関する専門研修を受講されている看護師さんがいらっしゃるというこ

とですが、これは認定看護師さんになられるということですか。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

まだ認定まではいっていないんですけれども、研修に先日一人行ってきました。来年度

は認定については、認知症について考えています。 

 

（中村委員） 

認知症、うつとかは認定看護師さんという制度はないのですか。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

専門看護師というのは日看協の制度で、研修を行っています。 

 

（半谷委員） 

最近うつ病が非常に企業内でも多くて、内科医、産業医等に相談すると、うつ病で２カ

月間の休養を要するということで、何を判断されているのかということがわからなくて、

この原因も、いわゆる企業側の職場環境、人間関係でそういう状態になってしまっている

人、また仕事の量によってそうなっている場合、それから家庭の状況で悩んでいて、職場

で発症しているというようなケースになると、正直いって、お医者さまの判断以前に、や
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はりカウンセラーの方が聞き出すというのが、対応の仕方としては的確な動き方をご指導

してくださると思いますが。長野市内のメンタルクリニックでもカウンセラーをしっかり

置かれているところは２カ所しかないというような状態も聞いていますので、そういった

社会復帰に向けて、特にうつの部分でいうと重要になってくるんですが、その辺に対して

どのようなお考えがあるのか、ちょっと教えていただければと思います。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

おっしゃるとおり、うつが増えていると言われていますけれども、本来のうつ病だけで

なくて、職場のストレスとかによるうつ、やや性格的な問題がこじれてうつになっている

神経症性のうつとか、みんなうつになっているんですね。薬物を出して休養指導でよくな

る人もいますけれども、もう少し家庭内の問題の調整とか、現職復帰が難しい場合の調整

だとか、そういうことが確かに必要になってきています。 

そういうニーズは非常に強いと思うんです。私もしばらく産業医をやっていましたけれ

ども、先ほど言われたカウンセラーではなくて、病院では臨床心理士が相談にのったり、

デイケアの中のプログラムで復職に向けての練習をしている方がいらっしゃいますので、

そういうリハビリ的なアプローチはしています。 

うつの講演会とか頼まれて行くんですけれども、終わると、むしろ、生活指導的な面を

どうしたらいいかというようなことを相談されることが多いです。 

 

（小宮山委員長） 

駒ヶ根さんには、前年度の評価のときに課題として二つお願いしてございました。 

一つは、県内の精神科医療の中核を担う精神科専門医療のさらなる充実強化を図ってい

ただきたいということ。それからもう一つは、積極的に出前講座等を開催するなど広報活

動を一層行っていただきたいというようなことをお願いしてございます。いずれもこの点

についてはしっかり対応してくださっているということで、敬意を表したいと思います。 

今でも出前講座等されてはいると思いますが、専門家がいらっしゃるので、積極的にぜ

ひお願いしたいと思います。 

 

（樋掛こころの医療センター駒ヶ根院長） 

児童については、医療面の連携だけではなくて、福祉、児童相談所、こども・家庭課と

の連携を強くしたいということで、先日、健康福祉部長さんとの話し合いもしましたが、

連携をしっかりしないと、児童のほうもやはり発達障害、虐待の話があったりしますので、

そのままお家へ帰せないことがあります。そういう面でもこども・家庭課との連携強化を

課題にしたいと思っています。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございます。では引き続き、またご尽力、よろしくお願いいたします。今日

は遠方から本当にありがとうございました。 

 

（休 憩） 
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（小宮山委員長） 

では、再開いたします。 

それでは、こども病院さんのほうから、平成25年度上半期の実績報告並びに中長期ビジ

ョンについて、ご説明のほどをよろしくお願いいたします。 

 

 ＜斉藤事務部長  資料３、資料４により説明＞ 

     

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは意見交換をお願いしたいと思います。 

 

（半谷委員） 

先ほどのご説明の中の課題の取り組みで、働きやすい職場環境の整備の中で、変形労働

時間制を試験的に導入するということですが、どのようなものか教えていただければと思

います。 

 

（斉藤事務部長） 

全体ということではなくて、対象になるのはやはり看護師さんの当直の方々です。特に

看護師さんは、当直はやはり心身ともに負担になるということと、その次の出勤等で超過

勤務になる要因があります。変形労働時間制というのは、月間内でその中の勤務時間があ

ればいいという、極端なことをいうとそういくことですが、そういうような形で、人員の

配置を集中して投下できるところに持っていけば、より負担が少ないのではないかという

ことで、試験的に導入したということでございます。 

 

（半谷委員） 

そうすると、夜勤とかの中で、コアタイムみたいな設定をして、はみ出た部分について

は、そのときの状況で早く上がれるとか、そういう処遇ですか。 

 

（斉藤事務部長） 

そうですね。そういうことも考えられます。 

 

（半谷委員） 

ありがとうございました。 

 

（中村委員） 

そうすると、具体的に当直をされる看護師さんは、どういう働き方になるんですか。夜

勤だけという方がいるわけではないですよね。そういう希望が例えばあった場合には、そ

れも可能ですか。 

 

（斉藤事務部長） 
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確かに、全ての職員が全部日勤夜勤ということではなく、場合によっては夜勤だけ希望

のパートの方はいらっしゃったりしています。実際には、夜勤回数が10日を超えてしまう

ような状況がありまして、これを何とかできないかという取り組みを前からしていますが、

そのために、こういった制度を取り入れることによって少し緩和できるのではないかとい

うところです。 

 

（中村委員） 

参考までにお聞きしたいんですけれども、導入されて半年以上たちますが、例えば夜勤

だけやる看護師さんというのもいらっしゃいますか。 

 

（原田こども病院長） 

現在は、夜勤専従の看護師さんというのは、組合との関係で存在していないです。ただ

し、看護師さんによっては夜勤だけを希望しているという看護師さんもいて、そういった

看護師さんは、各病棟の師長の裁量で夜勤を多くしてやっていらっしゃる看護師さんもい

らっしゃいます。 

それから、変形労働時間制は主に看護師の方に対して、夜勤回数を減らすためにやって

みようということで始めたわけですけれども、やはり夜勤回数が月に10回を超えてくる職

場もございまして、それをできるだけ、９回というのを一応目標にして下げようというこ

とで、その取り組みの一つとして始めています。 

ただし、根本的にはやはり看護師の数をふやさないとどうしようもない状況だと思って、

去年の４月ぐらいから看護師の数を増やしています。今年の４月も、離職を抑えて採用を

増やすという方向で進めているところです。ただ、そうしますと、業務実績でお示ししま

したとおり、上半期で人件費だけで１億円ぐらいのプラスになってきて、こども病院は収

入は上がっているのですけれども、増収減益というような、企業でいくとあまりよくない

パターンを示しています。ただ、職員の夜勤回数が９回というのは一応の目安ですので、

それを大きく上回っている部署があるというのは放っておけないことですので、人員の配

置を増やすということを考えているところです。 

 

（中村委員） 

この変形労働時間制の導入に関しては、組合とは協定かなにかを結ばれているのですか。 

 

（原田こども病院長） 

組合とは話をしていると思います。 

 

（中村委員） 

この導入の効果はいかがですか。 

 

（原田こども病院長） 

まだお答えできるような状況ではないと思います。 
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（中村委員） 

どこの病院にお聞きしても、やはり看護師不足というのは非常に深刻な問題だというこ

となので、打開策の一つとして、これが効果があるのかどうかと思ってお聞きしました。

ありがとうございました。 

 

（小宮山委員長） 

発達障害専門外来が35名という数字が出ていますが、これが多いのか、少ないのかわか

りませんが、少なくもこういう部門を開設されて、非常に積極的に対応されているという

ことでありがたいと思っています。 

今、私はたまたま教育現場におりまして、この発達障害というのは本当に大きな問題に

なりつつあるなという実感を持っております。これは何も医療だけでなくて、教育関係者、

それから心理学者、それから保育士さんもまさにチームで対応しなければならないわけで

す。少なくとも医療面では、やはりこども病院さんが中心になって推進していかれるので

はないかと思います。実際に教育現場にいるものの一人として感じているのは、やはり早

期から対応していくことは大事だと思うのですが、ぜひ、これからチームでこれを推進し

ていくときに、早期から適切に対応すれば相当な効果が出るということをアピールしてい

ただきたいと思うんです。 

といいますのは、こういう話を出したときに、保護者はかなりの拒絶反応を示します。

そういうふうに言われること自体が怖いということもあるのですが、例えばそこへ行って

どのくらい効果が出るのだろうかということが十分浸透していないような気がするんです。 

ですから、ぜひ旗振りをやっていただいて、そういうチームの中で、やはり早めに見つ

けて対応していくといいというアピールを、ぜひやっていっていただきたいと思っており

ます。 

 

（原田こども病院長） 

こども病院としても患者さんを受け付ける数というのが、やはりどうしても時間が限ら

れているということと、その結果、受けられる人も限られてくるということで、今、社会

で問題になっているお子さんたちの数を考えると、35名という数が必ずしも十分な数では

ないと思います。 

そういったことに対して、こども病院のほうから、保育士とか幼稚園の先生とか小学校

の先生とか、教育現場におられる方々を対象に学習会、今日も夜から北信のほうでやりま

すけれども、そういった学習会を定期的に開いていって、こういった社会的に問題になっ

ている発達障害に関して、裾野を広げて、こども病院だけで孤立した戦いをするのではな

くて、県を巻き込んで包括的にやっていきたいということを考えています。 

それについては、やはり県民の方々にもわかっていただくための広報活動というのは非

常に重要だと思っています。昨年度、発達障害に関する公開講座を３回か４回ぐらいやっ

たと思いますけれども、会場に入り切れないぐらいの方が来てくるようなことがあって、

社会的な関心が非常に高いということも私ども十分認識しています。今後は、いろいろ協

力してくれる方をつくって、こども病院だけでなくて、県全体で包括的に対処していく、

そんなことを考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 
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（小宮山委員長） 

ぜひ、その辺の旗振りをよろしくお願いいたします。 

関委員さん、どうぞ。 

 

（関委員） 

経営指標のところで、減価償却方法を変更して減価償却費が増加したと書いてあるんで

すけれども、変更前と変更後で大体どのくらい金額が違ってきたんでしょうか。 

 

（原田こども病院長） 

減価償却費に関しては、この４月から、資産の最後の１円まで減価償却するという方向

に算定方法が変わったということで、この半年間で約4,000万円の減価償却がプラスになっ

ています。年間に、今まで８億円ぐらいの減価償却費だったのが、今年は９億円ぐらいに

なるのではないかと思っています。 

 

（小宮山委員長） 

ＰＩＣＵの増床について、前年度の評価の課題のところでも、ご検討くださいと書いた

のですが、いかがですか。 

 

（原田こども病院長） 

昨年、新聞紙上でもいろいろ話題として取り上げていただきました。具体的には、こど

も病院のＰＩＣＵが８床あるわけなんですけれども、やはり１床は救急ベッドとしてどう

しても残しておかないと、断らないということが貫けなくなってしまいますので、７床で

満員ということですので、平均の病床数が7.幾つとなると困った状況ということで、７床

を超えるような状況が特に今年の夏ぐらいから秋にかけて非常に頻発して、月のうちの半

分ぐらいは7.何床でやっていかなければいけないような状況になって、こども病院として

も対策を打ってきています。 

今のＰＩＣＵの場所というのが、いわゆる新生児集中治療室、ＮＩＣＵの場所を改装し

て、８床を使っているところです。 

そのためにいろいろな面で、例えば物を置く倉庫がなかったりとか、看護師さんたちの

休憩室が十分とれていなかったり、医師のいる場所がなかったりとか、いろいろな不完全

なところがあるような状況で、何とか今、回している状況です。 

どういう方向になるのか、どういう規模でできるかということはまだこれから詰めなく

てはいけないんですけれども、少なくとも今の８床プラス例えば４床とか、８床プラス８

床とか、そういったようなことを考えていかなければいけない時期に来ているのではない

かと思っております。 

中核になるような総合病院が県内各地にあるのですけれども、そういった総合病院の中

で小児科の先生たちは非常によくやってくださっていますけれども、小児の人口が減って

いるために、外来患者数や入院患者数が、県内の中核になる病院でかなり落ちてきてしま

って、どうしても小児の独立した病棟がとれなくなってきている、みんな混合病棟になっ
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ているのです。 

ですので、おじいちゃん、おばあちゃんがいらっしゃるところに小さい子どもさんがい

たり、そういったことが起きていて、なかなか小児に特化した看護ができない。それから

お医者さんたちもなかなか活動しにくいということで、以前でしたら、例えば呼吸器の感

染症があって人工呼吸をしなければいけないようなお子さんでも、診ていたような状況が

あったと思うんですけれども、今はそういった状況になると、すぐにこども病院へ搬送し

ようということで、長野県の各地からこども病院に患者さんが集まってきているという現

状があると思います。そうすると、こども病院の集中治療のベッド数が足りなくなる、こ

の10年ぐらいでそういったことが起きているのではないかと思います。 

ですので、本当に重症なお子さんたちを救えないような状況となってしまうということ

は、もう我々絶対避けなければいけないことですので、やはりこういった小児集中治療室

の増床ということに関して、県内のいろいろなところに強く訴えているところです。 

 

（久保理事長） 

あと何床必要かというのをしっかりと検討していただいて、もしもう８床増床して16床

にしようと思うと、別に新しい建物をつくらないといけないものですから、かなりの予算

がかかります。そうしますと、県にも応援を頼まないといけませんので、４床増やすのか、

あるいは８床増やすのかでかなり方針が違ってきますので、また県にもしっかりと言って

いきたいと思っています。 

 

（小宮山委員長） 

我々も課題として申し上げたので、何とかご検討いただきたいと思います。 

 

（原田こども病院長） 

最後に皆さんにお聞きしたいと思ってよろしいですか。 

少子化のことですけれども、今から10年前は、長野県に15歳未満の人口が約32万人いま

した。今が大体28万人、４万人くらいこの10年間で減っています。 

それで、これから10年後、よく問題になっている2025年問題といいますよね。団塊の世

代がみんな75歳を超えていくという、その2025年に向けて、長野県の小児の人口は21万人

になるという予測が出ていて、10年前から４万人減って、これから10年たつと７万人減る

ということです。28万人が７万人減るので、４分の１減るということなので、75％の子ど

もさんの人口になるということですね。 

これから10年後に、こども病院がどういう規模であるべきかということを、非常に院長

としては悩んでいるところです。今はベッド数を増やしている方向で来ているのです。私

が院長になったときは163床で、その次170に増やして、今年度から180に増やしているんで

すけれども、どこかで方針を変えなければいけない時期が来ると思いますが、そこの見き

わめというのが、評価委員の皆さんに聞いてもなかなか難しいとは思うんですけれども。 

例えば会社を経営されている半谷委員に、どんなふうにお考えになるかなとお伺いした

いのですが、いかがでしょう。 
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（半谷委員） 

実際問題として高齢化していますので、ご心配の部分というのは当然だと思います。 

今まで話を拝聴してきて、これだけの専門的なホスピタルを目指しているこども病院と

してのスケールといいますか、私は十分やっていけるのではないかと思います。要するに

小児科全体の問題とこども病院としての問題は別物だと思います。そのために、今進めて

いる医療技術の高度化であるとか、設備投資も含めたところで進めていけば、20万人が10

万人になったとしても、他府県では取り組んでいない病院もあるわけですから、それは将

来的に人口が減っても十分やっていけるのではないかと、私は思います。 

 

（小宮山委員長） 

中村委員さん、どんなふうに考えられますか。 

 

（中村委員） 

同感ですね。先ほど原田院長先生おっしゃったように、こども病院に集中していること

からも、私も継続は十分可能だと思います。ただ、子どもを持つ親の立場からすると、例

えば北信地域の方で、こども病院へしばらくは頑張って通うけれども、通い切れないとか、

負担は重いだろうなと思います。重度の方の場合は、もちろんこども病院は、最後のとり

でとして入院させていただくというニーズは私も減らないと思います。 

これだけの高度医療で、すばらしい設備、熱意のある先生方、ほかのスタッフの方がい

らっしゃるということになれば、仮に、私が子どもに障害が持ったとしたら、ぜひお願い

したいとやっぱり親の立場で思います。 

周辺の病院の小児科がなくなっていくということがちょっと心配ですが。 

 

（原田こども病院長） 

そうですね。急性期の治療を終わった方をその地域にお返しするというのが、なかなか

大変になっているのではないかと思います。 

 

（中村委員） 

そうですね。退院後の支援体制が課題だと思います。 

 

（原田こども病院長） 

そういう意味でも、人材育成ということをこども病院でやって、長野県各地でそういっ

た方が活躍してくださるというのも、一つの我々の役目ではないかと思います。 

 

（中村委員） 

それと、発達障害のお子さんの問題というのは身近に私もご相談を受けたりしますし、

その辺の受け皿は大変だなと思います。親の立場からいうと、支援体制はないことはない

けれども、何となく孤立しがちというようなところがありますから。 

そういうところも、こども病院が拠点になって、それがどのくらい医業収益に反映され

るかはわかりませんけれども、県民の立場からすると、そういうところも裾野を広げて、
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親も、専門職である教職員の先生方も理解が深められるということになると、いいと思い

ます。 

 

（久保理事長） 

小児の発達障害は、駒ヶ根のほうでも小児精神科で頑張ってやっていますので、こども

病院と駒ヶ根と両輪みたいな形でやっていきたいと思います。 

 

（小宮山委員長） 

私も、特に周産期は、こども病院さんのような、全てが充実したところへ求められてい

くのではないかと思います。 

以前、例えば低出生体重児でも、2,500が云々といっていたのがどんどん下がっていっ

て、ますます忙しくなってきますよね。分娩に際しても、小児科医は以前は立ち会わなか

ったけれども、今は立ち会っています。すると、それがなければ安心して分娩できないと

いう時代になりつつあります。小児科医の一人として、少子化になればなるほど、そうい

う要望が強くなってくるのではないかと思います。 

それでは、こども病院さん、どうもありがとうございました。 

次に須坂病院さんからお願いしたいと思います。 

それでは、平成25年度上半期の実績報告、それと中長期ビジョンについて、ご説明をお

願いいたします。 

 

 ＜内川事務部長  資料３により説明＞ 

     ＜齊藤院長    資料４により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは関先生お願いします。 

 

（関委員） 

実績報告の損益計算書の特記事項で、海外の渡航者外来がすごく増えて、前年度の同期

に比べて２倍以上になっていますが、何か特別な活動を行ったとか、何か理由があるんで

すか。 

 

（齋藤須坂病院長） 

東京の国際医療センターから海外渡航者専門の先生がおいでになっていますが、昨年は

月２回しかおいでいただけなくて、やはりニーズが非常に高いということで、今年はお願

いして、来ていただく方が増え、その診療のコマ数が増えたということでございます。 

 

（小宮山委員長） 

専門診療のお話が出たので、一つお伺いしますが、非結核性抗酸菌症専門外来は、何か

非常に一般にわかりにくい名前をつけられていますが、この辺の背景を教えていただけま

すか。 
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（齋藤須坂病院長） 

結核菌とはちょっと違うたぐいの抗酸菌で、きちんと診断して治療する方向がいいだろ

うということで、全て紹介という形になっております。 

県立病院ですので、県民の方によくわかる外来のほうが本当はよろしいのでしょうけれ

ども、開業医の先生やほかの病院で確定診断後、治療に難渋して困る方をご紹介いただく

ような外来ということになっております。わかりやすい案内をつけるなど工夫いたします。 

 

（半谷委員） 

講演会などで114回と、すごく露出度が高く、実際、本当に頑張っていらっしゃると思

います。 

これからはどれだけＰＲできるかということで、浸透するまで時間がかかると思います

けれども。 

現状の須坂病院の問題は何かというと、いわゆる過去の評判が足かせになっていると感

じます。内視鏡の先生であるとか、大変優秀なドクターがいるにもかかわらず、批判する

人の声を聞くと、あの病院は医者が悪いからだめだという人もいるわけです。ところがや

めて開業している人は儲かっているという、結構、評判のいいお医者さんの話を聞くと、

須坂病院にいたという人で、矛盾を感じる部分があります。 

やはりこの病院のトップである齋藤先生が、いろいろなところをもっと利用してほしい

と、この病院の強みはこうだということを根気強くやっていただかないと、過去何十年の

偏見といいますか、その辺を打ち破るには時間がまだまだかかりそうな気がします。 

大変初歩的な質問ですが、例えば老人が大腿骨骨折で、手術してリハビリまでというと、

どのくらいの入院になるのでしょうか。 

 

（内川事務部長） 

整形で手術をして退院するまでには、おそらく２週間ぐらいのうちに退院できる状況に

なります。もちろん継続したリハビリが必要になります。手術後の予後をできるだけ病院

で引っ張らないという形で推進していますので、平均の在院日数は非常に短い状況にあり

ます。 

ただ、どうしてもご高齢の方ですと治りが予定どおりでなかったり、在宅に復帰してか

ら一人では動きづらいというケースが多ございます。新たに再開しました７階病棟がもう

少し入院日数が許される病棟なので、規定では60日まで利用できます。リハビリテーショ

ンに重きを置き、亜急性期という急性期を脱した病棟をつくって、復帰しやすい環境をつ

くるということでアピールさせていただいております。 

先ほどご意見いただきました、アピールの不足について、今年度から「須坂病院共通ア

ンケート」というのをつくりました。病院に来られた方々などに率直なご意見を伺う中で、

須坂病院として不足に感じられるところですとか、もっと知らせてほしいというご意見を

直接伺いながら、それをもとに積極的に病院を知っていただく活動につなげていきたいと

思っています。 
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（半谷委員） 

リハビリの件ですけれども。今、他の病院では、救急車で運ばれて骨折と診断されたと

きに、老人は大体手術しかありませんが、術後３週間でリハビリ途中でも退院していただ

きますと、手術前に言ってしまうのですね。車いすから降りられないような状態でも退院

になってしまうという対応に、不満を持っている方というのは結構います。それで60日ま

で面倒を見るということは評価される姿勢だと思います。こういった部分は強調されるポ

イントかなと思います。 

病院経営は、３週間で次に次にというのがいいのかもしれませんけれども、やはり須坂

病院の場合は、患者さんに対してどうだったかという、一件一件の事例がこれからの評価

が大きく変わるポイントだと思いますので、そういう取組がすごく重要ではないかと思い

ます。 

 

（齋藤須坂病院長） 

ただ国の政策がそれを許さない方向です。 

自宅で日常生活を送られるまでにするには、やはりリハビリという機能を入れた回復期

リハビリの病棟を考えるということが戦略的には必要だろうと思っています。それは患者

さんのためにもなるし、また病院経営の上にもプラスになるのではないかということです。 

 

（稲吉委員） 

須坂病院さんだけの質問ではないと思いますが、業務運営の改善のところで診療情報管

理士というお話がありましたけれども、最近どこの病院でもこの方たちを置いていくとい

う方針ですが、その辺、どんなふうにお考えですか。 

 

（久保理事長） 

経営手法とかをチェックするのに非常に大事ですので、各病院に配置しています。それ

で定期的に会議等をやりまして情報交換を行っております。 

 

（稲吉委員） 

今、何人ぐらいいらっしゃいますか。 

 

（平林事務局長） 

診療情報管理士につきましては、全体では、４月１日で12名です。 

若干、人の動きがありますけれども、４月１日現在でいきますと、須坂病院では３名、

駒ヶ根では２名、阿南で１人、木曽で３名、こどもで３名診療情報管理士を置いておりま

して、毎月、定期的に診療情報管理士連絡会を開いて、ＤＰＣ分析とか、患者の受診動態

の分析とかをする中で、今後、臨床指標よりも医療の質をどう向上させるか取り組んでい

こうということで、診療情報管理士連絡会の中で議論しているところでございます。 

 

（稲吉委員） 

これは今後、また増員していく方向で考えておられますか。 
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（平林事務局長） 

診療情報管理士につきましては、一応、事務系の職種という位置づけになっておりまし

て、機構ができた当初は、病院が診療情報管理士の採用をしておりました。 

今後につきましては、診療情報管理士単独の採用形態がよいのか、今いる職員に診療情

報管理士の資格をとっていただくほうがいいのか、議論している最中でございまして、単

独でというよりも、どちらかといえば、今いる職員が診療情報管理士をとりながら、職場

をそれぞれ回るという位置づけで各病院の機能が高められればというような考え方はあり

ます。 

 

（久保理事長） 

先ほど半谷委員のほうから、須坂病院に関してあまり昔から評判がよくないというお話

がありましたが、病院にとっては非常に大事なことでございます。中にはすごくいい医師

も当然いますので、そういうところをやはりアピールするように、ぜひ院長先生には職員

全体に、今日の半谷委員の意見をしっかり伝えて、周りからそういうふうに見られている

というのは非常に大事なことですので、これは何としても撤回をしないといけないと思い

ます。 

例えばこども病院のように、逆にいい評判が一度立ってしまうと、それがまたずっとい

い方向に行きますので、外部の評価委員の方が思っているということは非常に大事なこと

ですので、真摯に受けとめて改善していかないといけないと思っております。 

 

（半谷委員） 

誤解のないようにお伝えしていただきたいと思います。そのような批判的な方は比較的

ご高齢の方に多いような気がします。比較的若い世代の方々もみんなそう言っているかと

いうと違うような気がします。 

ですが、やはり発言力の高い人があまりよく言わないという傾向にあるような気がしま

すので、理事長にもご相談させていただいて、ちょうど３月末に商工会議所常任総会があ

りますので、そこで院長先生に地域医療などの話をする機会を設定しましたので、そこで

も目いっぱいＰＲしていただきたいと思います。 

 

（久保理事長） 

ぜひお願いします。やはりそういう方の意識改革をすることが重要だと思っています。 

 

（小宮山委員長） 

専門外来もこれだけ特殊なものを並べてある病院はないし、本当に工夫されていること

がよくわかりますし、経営的な面の数字を拝見しても、神経内科が非常勤化したとか、あ

るいは透析のドクターがいなくなるとか、そういう状況下でもよく努力されているという

ことが伝わってきます。 

では須坂病院さんは、これで終わります。本当にありがとうございました。 

全体を通して委員の皆様方から何かございますか。今日は長時間にわたりまして、本当
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にありがとうございました。 

では、これをもちまして、本日の議事は全て終了ということにいたします。 

事務局のほうへ進行をお返しいたします。 

 

（事務局） 

どうもありがとうございました。 

閉会に当たりまして、県立病院機構連携室長からごあいさつを申し上げます。 

 

（小林県立病院機構連携室長） 

本日は長時間にわたりまして、大変、ご熱心に、また中身の濃い議論をいただきまして、

大変ありがとうございます。お礼を申し上げたいと思います。 

本日の委員会は４回目ということですが、本年度最後の委員会ということでございます。

また、先ほどスケジュールでもご説明しましたけれども、現在の委員さんの任期が４月27

日までということで、現在の任期中の最後の委員会ということでもございます。委員の皆

さんにおかれましては、この２年間、大変ご熱心にご議論いただきまして、おかげさまを

もちまして、23年度、あるいは24年度の評価を無事取りまとめることができました。こう

いった評価を通じまして、いただいた貴重なご意見につきましては、機構の業務運営にも

しっかり反映させていただいているということでございます。 

そういうことによりまして、県立病院が県民の皆様に提供する医療サービスですとか、

あるいは業務改善というのが大きく前に進んだのではないかと思っております。この場を

お借りしまして、改めて深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましては、ここで一旦任期が終了することになりますけれども、今

後とも引き続きご助言、ご指導いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお次の委員さんの選任につきましては、今年度中に選任したいと考えておりますが、

既に退任をしたいというお申出をいただいている委員さんもおられますけれども、改めて

後日、ご意向を確認する中で選任作業を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

（事務局） 

長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の委員会を終了させていただきます。 


